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藤井寺市監査委員 



 

藤 監 第 1 0 0 3 8 号 

令和６年８月２３日 

 

藤井寺市長 岡 田 一 樹 様 

 

藤井寺市監査委員 服 部 隆 行 

藤井寺市監査委員 畑 謙 太 朗 

 

 

令和５年度藤井寺市健全化判断比率等の審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、審査に付さ

れた令和５年度藤井寺市健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した

書類を審査した結果、次のとおり意見を提出します。 

 



 

令和５年度 財政健全化審査意見書 

 

１ 審査の対象 

 令和５年度藤井寺市健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

２ 審査の期間 

 令和６年８月２０日から８月２２日 

３ 審査の着眼点及び実施内容 

 藤井寺市監査基準に基づき、審査にあたっては、市長から提出された健全化判断比率及びそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施し

た。 

４ 審査の結果 

（１） 総合意見 

   審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

（単位：％） 

健全化判断比率 令和５年度 早期健全化基準 

① 実質赤字比率 ＿＿＿ １２．７８ 

② 連結実質赤字比率 ＿＿＿ １７．７８ 

③ 実質公債費比率 ３．２ ２５．０ 

④ 将来負担比率 ４３．０ ３５０．０ 

      実質赤字比率及び連結実質赤字比率は実質赤字額及び連結実質赤字額がないため、 

    「－」と表記します。 

（２） 個別意見 

   ① 実質赤字比率について 

     実質収支の額は 1,518 万 7 千円の黒字であることから、実質赤字比率は生じていな

い。 

   ② 連結実質赤字比率について 

     連結実質収支の額は 12 億 1,880 万 8 千円の黒字であることから、連結実質赤字比率

は生じていない。 

   ③ 実質公債費比率について 

     実質公債費比率は 3.2％となっており、早期健全化基準の 25.0％と比較すると下回

っている。 

   ④ 将来負担比率について 

     将来負担比率は 43.0％となっており、早期健全化基準の 350.0％と比較すると下回

っている。 



 

藤 監 第 1 0 0 3 9 号 

令和６年８月２３日 

 

藤井寺市長 岡 田 一 樹 様 

 

藤井寺市監査委員 服 部 隆 行 

藤井寺市監査委員  畑 謙 太 朗 

 

 

令和５年度藤井寺市資金不足比率等の審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、審査に付

された令和５年度藤井寺市資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した

書類を審査した結果、次のとおり意見を提出します。 

 

 

  

 

  



 

令和５年度 病院事業会計経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の対象 

 令和５年度藤井寺市病院事業会計における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類 

２ 審査の期間 

 令和６年８月２０日から８月２２日 

３ 審査の着眼点及び実施内容 

 藤井寺市監査基準に基づき、審査にあたっては、市長から提出された資金不足比率及びその

算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

４ 審査の結果 

（１） 総合意見 

   審査に付された下記の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

（単位：％） 

比率名 令和５年度 経営健全化基準 

資金不足比率 ０．５ ２０．０ 

 

（２） 個別意見 

資金不足比率は 0.5％となっており、経営健全化基準 20.0％と比較すると下回っている。 

  



 

令和５年度 公共下水道事業会計経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の対象 

 令和５年度藤井寺市公共下水道事業会計における資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類 

２ 審査の期間 

 令和６年８月２０日から８月２２日 

３ 審査の着眼点及び実施内容 

 藤井寺市監査基準に基づき、審査にあたっては、市長から提出された資金不足比率及びその

算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

４ 審査の結果 

（１） 総合意見 

   審査に付された下記の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

（単位：％） 

比率名 令和５年度 経営健全化基準 

資金不足比率 ＿＿＿ ２０．０ 

資金不足比率は資金不足額がないため、「－」と表記します。 

（２） 個別意見 

   資金剰余額 5 億 314 万 2 千円が生じており資金不足額がないため、資金不足比率は算定

されない。 

 


